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資料５ 
平成 19年 2月 1日 

選手・役員の皆様 
JVA個人登録管理システム（JVAMRS） 

運営＆技術プロジェクト 
 
前略 JVA個人登録制度の平成 19年度実施につきまして、ご理解ご協力をいただき、深く感謝申し上げま
す。本制度の運用につきましては、インターネットを活用した JVA 個人登録管理システム（JVAMRS）を
利用して行なう予定で、現在その開発に鋭意努力している段階です。その内容につきましては、確定したも

のから順次 JVAのホームページに掲載しますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます。 
 さて、4 月のスタートに備え、その概要をご案内いたします。ご不明な点は、下記宛にお問い合わせくだ
さいますようお願い申し上げます。 
 なお、この文面の内容も、近々にJVAのホームページにアップしますので、合わせてご利用ください。 

（お問い合わせ先） メールでお問い合わせください 
JVA個人登録システム係  mrs@jva.or.jp 

草  々
  
１．JVA個人登録管理システムの概要 
【本システムの基本的な機能】 
・ 個人の情報管理（登録、変更、参照） 

個人情報をJVAに登録する機能、登録された情報を変更する機能、登録された情報を参照する機能
で、各々権限を持った人（本人および直属の組織の登録された責任者等）しかできません。 

・ 個人への会費請求と収納確認 
JVAメンバーとして登録を希望した人に、定められた会費を請求し、支払われた会費の確認を行な
う機能です。支払い金額と支払い番号を電子メールで個人宛（チーム支払いの場合はチーム責任者

宛）に通知し、コンビニ（ローソンかファミリーマート）または郵便局の ATMで振り込まれたも
のを確認します。 

・ 組織の情報管理（登録、変更、参照） 
組織（JVA、全国連盟、ブロック協会、ブロック連盟、都道府県協会、都道府県連盟、チーム、JVA
事業本部、JVA委員会、JVA部会、公認審判グループ、公認コーチグループ）情報を JVAに登録
する機能、登録された情報を変更する機能、登録された情報を参照する機能で、各々権限を持った

人（各組織の登録された責任者）しかできません。 
・ 組織間、組織と個人間の電子メールを利用した情報伝達支援 

都道府県協会責任者と都道府県連盟責任者間とか、チーム責任者と選手間とかのメール送信を行な

う機能です。 
・ 会員向けの組織からの情報発信支援 

チームや都道府県協会等の情報を、ホームページ上で会員に提供する機能です。 
・ その他登録情報を利用したサービス（チーム構成表の作成、ラベル印刷） 

大会申し込みのためのチーム構成表を作成する機能とか、チームや連盟宛のラベル印刷機能です。 
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【本システム利用に必要なインフラ】 
・ インターネットに接続したパーソナルコンピュータ（PC）または携帯電話 

すべての操作は、インターネット上でメールやデータ転送によって行ないますので、ホームページ

を閲覧できる PC か携帯電話が必要になります。特に、組織の責任者の行なう承認業務等は、PC
の利用の方が便利です。 

・ 個人のメールアドレス 
個人への連絡は、すべて個人宛の電子メール連絡になります。パスワードの問い合わせ等への回答

等にも必要です。Yahoo等の無料インターネットメールでよいので、必ずメールアドレスはお持ち
ください。 

【本システムの構造】 
・ 組織や個人の情報をすべてデータベースに格納 

JVAメンバーの個人情報だけでなく、個人が属するすべての組織も登録されます。 
・ 組織登録には上部組織の承認が必要 

組織の登録には、その組織の上部組織の責任者が承認しなければなりません。すなわち、都道府県

連盟は、都道府県協会の責任者の承認をもって正式に登録されます。チームは、加盟する都道府県

連盟の責任者による承認をもって正式に登録されます。同様に、都道府県協会や全国連盟はJVAの
責任者の承認をもって正式に登録されます。よって、まず最初にJVAが登録し、次に全国連盟と都
道府県協会が登録、それからブロック協会、ブロック連盟、都道府県連盟が登録することになりま

す。また、役員系では、JVAの各事業本部が登録し、次に委員会が登録、次に部会や公認審判員グ
ループ、公認コーチグループ等が登録します。 
なお、登録に際しては、無関係者のイタズラによる組織登録を防止するために、加入コードを各組

織ごと組織登録時に発行しますので、それを下部組織に連絡する必要があります。その加入コード

を入力しないと、下部組織は登録ができません。 
・ 選手登録にはチーム責任者の承認が必要 

選手がJVAメンバーとして個人登録するには、加入するチームの責任者が承認しなければなりませ
ん。登録に際しては、無関係者のイタズラによる選手登録を防止するために、加入コードを各チー

ムごとチーム登録時に発行しますので、それを選手に連絡する必要があります。その加入コードを

入力しないと、選手は登録ができません。なお、チームが希望すれば、加入コードをチームページ

で公開することも可能です。 
・ 役員登録には所属直属組織の責任者の承認が必要 

役員や審判員等がJVAメンバーとして個人登録するには、所属する組織（部会や公認審判員グルー
プ、公認コーチグループ等）の責任者が承認しなければなりません。登録に際しては、無関係者の

イタズラによる役員登録を防止するために、加入コードを各組織ごと組織登録時に発行しますので、

それを役員に連絡する必要があります。 
・ 承認作業は許可された責任者のみが可能 

下部組織や選手、役員の登録承認を行なう責任者として、各組織や各チームは登録時に１名を責任

者登録しなければなりません。組織やチームが上部組織から承認された後に、その責任者はもう一

人の責任者を指名し、責任者２名体制を早期に整備していただく必要があります。これは、情報確

認や承認作業の遅れを防止するとともに、万一の事故対策でもあります。２名の責任者の権限は全

く同一です。代表者と責任者 1名は兼任可能です。 
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・ 情報を修正・閲覧する権利等のセキュリティ制御は会員 ID番号とパスワード 
本人や組織の責任者は、個人情報を修正したり閲覧したりすることができますが、そのセキュリテ

ィ制御は会員 ID 番号とパスワードで行ないます。他人にそれを教えたり、盗まれたりしたときの
責任は、本人や責任者に負ってもらうことになりますので、その取り扱いには十分にご注意くださ

い。特に、登録を他人に依頼して行ってもらったときには、その人に自分の権利を委譲したことに

外なりませんから、できるだけ早くパスワードの変更等をして、権利を自分だけに戻す必要があり

ます。 
 
２．当面のスケジュール 
【操作の練習】 
・ ２月２２日から練習用の模擬画面のリリース 

本システムに慣れていただくために、２月２２日から練習で選手や役員登録ができます。午前９時

００分以降に、インターネットに接続している PCまたは携帯電話から下記に接続し、画面の指示
に従って模擬操作をしてくだい。 
http://jvamrs.jp 
なお、選手登録や役員登録には加入コードが必要ですが、組織やチームの加入コードが掲載されて

いるページ（上記ページからリンクされています）はセキュリティ保護をしておりますので、開く

ためには以下のパスワードが必要です。パスワードは、選手や役員以外には公開しないでください。 
20070401 

【登録手続き】 
・ ４月１日からの登録手続き 

４月１日午前９時００分以降に、インターネットに接続している PCまたは携帯電話から下記に接
続し、画面の指示に従って本登録操作をしてくだい。 
http://jvamrs.jp 
なお、選手登録や役員登録には加入コードが必要です。ご面倒ですが、チームや直属組織に事前に

お問い合わせください。前述の練習用の加入コードでは登録できません。 
【取扱説明書の確認】 
・ 取扱説明書のリリース 

取り扱い説明書をホームページに公開しますので、よく読んでご理解ください。また、質問のため

のコールセンターも開設します。そのような情報は、すべて http://jvamrs.jp でお知らせしますの
で、登録後も時々は閲覧してください。 


